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電気通信紛争処理委員会（第２０６回） 

 

１ 日時 

令和2年10月12日（月）13時30分から14時45分 

  

２ 場所 

WEB会議による開催 

 

３ 出席者（敬称略） 

(1)委員 

    田村 幸一（委員長）、荒川 薫（委員長代理）、小野 武美、小塚 荘一郎、 

三尾 美枝子（以上5名） 

(2)特別委員 

     青柳 由香、荒井 耕、大橋 弘、白山 真一、矢入 郁子（以上5名） 

(3)総務省総合通信基盤局事業政策課 

     市場評価企画官 飯村 由香理 

(4)事務局 

    事務局長 吉田 博史、参事官 和久屋 聡、紛争処理調査官 武藤 聖、 

    上席調査専門官 茅野 民夫、上席調査専門官 岩崎 未希子 

 

４ 議題 

(1)電気通信事業分野における市場検証（令和元年度）年次レポートの概要について

【公開】 

(2)ＭＶＮＯサービスの提供に係る事業者間紛争に関する調査研究の概要について【公

開】 

 

５ 審議内容 

(1)開会【公開】 

【田村委員長】  それでは、ただいまから第２０６回電気通信紛争処理委員会を開催い

たします。皆様には御多用中のところ御出席いただきましてありがとうございます。今回
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は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Ｗｅｂ会議システムによる開催とさせていた

だいております。本日は委員５名が出席されておりますので、定足数を満たしております。

また、特別委員５名の出席を頂いております。 

 なお、Ｗｅｂ会議となりますので、皆様、マイク及びカメラにつきましては、通常はオ

フにしていただきまして、御発言の際にオンにして、お名前をおっしゃった上で御発言を

お願いいたします。また、御発言を希望の際は、Ｗｅｂ会議システムのチャット機能でお

申し出いただければ、順次指名させていただきます。 

 また、傍聴につきましては、Ｗｅｂ会議システムでは画面上は確認いただけませんが、

音声のみお聞きいただいております。 

 議事に入ります前に、今回、人事異動によりまして、奈良事務局長、蒲生紛争処理調査

官、瀬島上席調査専門官、田中調査専門官がそれぞれ異動されまして、新たに吉田事務局

長、武藤紛争処理調査官、茅野上席調査専門官、浅川調査専門官、清水事務官が就任して

おりますので、一言御挨拶をお願いいたします。 

【吉田事務局長】  事務局長の吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

こういう状況下で御挨拶できずに失礼いたしましたが、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

【武藤紛争処理調査官】  ７月２０日付で蒲生調査官の後任で参りました武藤と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

【茅野上席調査専門官】  茅野と申します。よろしくお願いいたします。前職は料金サ

ービス課でございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

【浅川調査専門官】  ８月１日からお世話になっております浅川と申します。今後とも

よろしくお願いいたします。 

【清水事務官】  係員の清水と申します。よろしくお願いいたします。 

【田村委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、これまで行われました文書による審議について御報告いたします。 

 ４月の第２０１回委員会におきまして、「令和元年度年次報告の決定及び総務大臣への

報告」につきまして御審議いただきまして、審議の結果、委員全員の賛成が得られました

ので、４月１７日に総務大臣に提出して公表したところであります。 

 ４月の第２０２回委員会から６月の第２０４回委員会までにおきましては、「日本通信

株式会社から申請のあった卸電気通信役務の提供に係る裁定の諮問」につきまして御審議
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いただきまして、審議の結果、委員全員の賛成を得まして、６月１２日に答申を行いまし

た。 

 ８月の第２０５回委員会におきまして、「Ｗｅｂ会議システムを利用した会議への出席

に関する規定の整備」につきまして御審議いただき、審議の結果、委員全員の賛成を得ま

して、８月２８日付で規定を制定いたしました。 

 いずれも御協力いただきまして、ありがとうございました。 

(2)議題１：電気通信事業分野における市場検証（令和元年度）年次レポートの概要につい

て【公開】 

【田村委員長】  それでは本日の議事に入ります。本日は公開の議事となっております。 

 初めに、議題１になりますが、「電気通信事業分野における市場検証（令和元年度）年次

レポートの概要」につきまして、総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課、飯村市場評

価企画官から説明をお願いしたいと思います。本日はお忙しい中、御出席いただきまして

ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。 

【飯村市場評価企画官】  ただいま御紹介いただきました、総務省電気通信事業部事業

政策課の飯村と申します。本日は御説明の機会を頂戴いたしまして誠にありがとうござい

ます。 

 それでは資料２０６－１を御覧ください。本日は、８月３１日に公表させていただきま

した「電気通信事業分野における市場検証（令和元年度）年次レポート」について御説明

をさせていただきます。なお、本日の説明内容のうち、特に分析の切り口等につきまして

は、多くの部分で前年までの手法を踏襲しているところが多いので、昨年度までの説明内

容と重複する部分もございますが、どうぞ御容赦いただければと思います。 

 それでは１ページ目を御覧ください。最初に、市場検証の概要について御説明いたしま

す。まず、四角の１ポツ目にございますとおり、市場検証におきましては、電気通信市場

の市場動向の分析と、電気通信事業者の業務の適正性の確認という、２つの大きな柱から

構成されております。 

 このうち市場検証の市場動向の分析につきましては、各電気通信事業者の契約数や料金

等に関するデータなど、あとは我々で毎年度実施しております利用者アンケート等で把握

されます利用者の選好に関するデータなどを使いまして、市場の競争状況等につきまして

分析を行うものでございます。 

 一方、電気通信事業者の業務の適正性の確認につきましては、例えば固定系でございま
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すとＮＴＴ東西、移動系でございますとＭＮＯ事業者、いわゆる携帯のキャリア事業者に

つきまして、自社のネットワークを適正な条件で他社に対して開放しているのかどうか、

また、公正な競争に悪影響を及ぼすような取引を行っていないかといった観点を中心に、

これらの事業者や事業者の取引先の事業者、また競争事業者に対して書面の調査などヒア

リング等を行って把握していくものでございます。 

 この市場動向の分析と電気通信事業者の業務の適正性の確認の結果を踏まえまして、最

終的に検証結果を毎年度、年次レポートとして取りまとめているプロセスを取ってござい

ます。 

 ２ページ目でございます。こちらの市場検証の実施に当たりましては、客観的かつ専門

的な見地から御指導いただくことを目的といたしまして、学識経験者の皆様方で構成しま

す電気通信市場検証会議を設置・開催してございます。平成２８年度以降、本委員会の特

別委員でいらっしゃいます東京大学の大橋先生に座長をお願いし、御指導いただいている

ところでございます。大橋座長のほか、経済学、経済法、情報通信分野の各先生方に御参

画いただいております。 

 ３ページ目以降につきまして、令和元年度の年次レポートの内容について御説明させて

いただきます。こちらは大きく分けまして、１つ目が移動系通信市場の分析、２つ目が固

定系通信の市場分析、３番目がＩｏＴ向けの通信サービスの試行評価の考え方、４つ目と

いたしまして電気通信事業者の業務の適正性の確認、５つ目に電気通信市場の検証、とい

った形でまとめております。 

 まず４ページ目以降で、移動系通信市場の分析結果について御説明させていただきます。

こちらの移動系の分析につきましては、資料の３６ページ目まで記載しております。 

 ４ページ目でございます。移動系通信の契約数、また増減率につきまして記載しており

ます。２０２０年３月末時点における移動系通信の契約数は１億８,６６１万契約となっ

ており、携帯電話の契約数は１億８,４８０万という形になってございます。こちらの増減

率を対前年同期比で見ますと、ＭＮＯグループの中ではＫＤＤＩグループの増加率が

４.２％と最も大きい状況でございまして、次いでＮＴＴドコモが１.９％の増、ソフトバ

ンクグループがマイナス０.９％となってございます。一方、ＭＶＮＯにつきましては

１５％前後の高い増加率を維持している状況となってございます。 

 ５ページ目でございます。移動系通信市場におけるシェアなど市場集中度につきまして

記載しております。２０１９年度末におきますＭＮＯ３グループとＭＶＮＯ別の市場シェ
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アの分布でございますが、まず左の図を御覧いただければと思います。ＮＴＴドコモが

３７.３％、ＫＤＤＩグループが２７.６％、ソフトバンクグループが２１.８％、ＭＶＮＯ

が全体で１３.２％となってございます。 

 また、下の右の図でございますが、直近１年間のＭＮＯサービスの純増減数、ＭＶＮＯ

サービスの純増減数につきまして推移を示してございます。ＭＮＯサービスの純増数は

３０１万に対しまして、ＭＶＮＯの純増数は３１６万という状況となってございます。 

 ６ページ目でございます。こちらはＭＶＮＯサービスに特化した形でまとめております。

２０１９年度末における契約数が３万以上のＭＶＮＯサービスにつきまして調査して把握

しておりますけれども、事業者８１者からの報告に基づいて集計してございます。ＭＶＮ

Ｏサービスの区分別契約数といたしまして、ＳＩＭカード型が１,５７６万、通信モジュー

ル型が６８２万という状況になっており、共にこちらは増加傾向にございます。 

 ７ページ目でございます。ＭＶＮＯサービスの事業者別シェアにつきまして記載してお

ります。ＳＩＭカード型の契約数の上位５者及びそのシェアにつきましては、楽天モバイ

ル、インターネットイニシアティブ、ＮＴＴコミュニケーションズ、オプテージ、ＬＩＮ

Ｅモバイルの順となってございます。ビッグローブとイオンリテールがこちらに続いてい

る状況でございます。 

 また、契約数３万以上のＭＶＮＯのＳＩＭカード型契約数にＭＮＯのサブブランドの契

約数を加えて各者のシェアを算出いたしましたところ、２０１９年度末時点におけるワイ

モバイルのシェアは、他のＭＶＮＯ事業者のシェアと比較いたしまして依然としてかなり

大きい状況にございますけれども、減少傾向にはある状況でございます。 

 ＵＱコミュニケーションズのシェアはＳＩＭカード型契約数の２位のインターネットイ

ニシアティブよりも大きい状況で、ＳＩＭカード型契約数１位の楽天モバイルよりも小さ

い状況となってございます。 

 ８ページ目でございます。今度は移動系通信市場の卸市場につきまして、契約数・事業

者別シェアを御説明させていただきます。２０１９年度末時点におけるＭＮＯの卸契約数

につきましては２,４６５万となっておりまして、引き続き増加傾向にございます。この卸

契約数につきましては、ＭＶＮＯがエンドユーザーに提供するＭＶＮＯサービスの契約数

と一致するものでございます。２０１９年度末時点におけるＭＮＯの卸契約数における事

業者別シェアは、ＮＴＴドコモが４３.４％、ＫＤＤＩグループが２８.８％、ソフトバン

クグループが２７.９％となってございます。 
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 ９ページ目でございます。エンドユーザーに提供いたしますＭＶＮＯの卸元事業者別シ

ェアを記載しております。仕入れ元がＭＮＯのいずれかである場合につきましては図の濃

い青色として集計しておりまして、ＭＶＮＯからの再卸という形で仕入れている場合につ

きましては薄い青色として集計しております。こちら、ＳＩＭカード型で見ますと再卸事

業者のシェアの合計が３３.８％となっている一方で、通信モジュールで見ますと再卸事

業者のシェアの合計は２.１％にとどまっている状況でございまして、通信モジュールに

おきましてはＭＮＯから直接仕入れてエンドユーザーに提供するパターンが大部分である

ことが分かります。 

 １０ページ以降につきましては、昨年度、利用者の方々に対して実施いたしましたアン

ケートの結果の概要を記載しております。携帯電話の継続利用年数や比較検討状況、サー

ビスの満足度などを聞かせていただいておりますが、時間の関係上、アンケート結果につ

きましては説明を省略させていただきます。 

 続いて、ページを飛んでいただきまして、３７ページ目からが固定系通信市場の分析結

果になりますので、そちらを御説明させていただきます。 

 ３８ページ目でございます。こちらはＦＴＴＨやケーブルテレビなどの固定系ブロード

バンド市場の契約数・事業者別シェアを記載しております。２０１９年度末におきます契

約数は４,１２０万となってございまして、このうちＦＴＴＨの契約数は３,３０９万とな

ってございます。固定系ブロードバンド全体に占めますＦＴＴＨの割合が８０.３％とい

う状況でございます。こちらの事業者別シェアでございますが、ＮＴＴ東西が２０％、Ｋ

ＤＤＩが１７.７％、オプテージが３.８％といった状況でございます。 

 ３９ページ目でございます。固定系ブロードバンドのうち、ＦＴＴＨと、下りの通信速

度が３０Ｍｂｐｓ以上のケーブルテレビを取り出しまして、固定系超高速ブロードバンド

市場の契約数・事業者別シェアを記載してございます。詳細は御覧いただければと思いま

す。 

 ４０ページ目でございます。こちらはＦＴＴＨ市場の小売市場の事業者別シェアを記載

しております。２０１９年度末におきましては、ＮＴＴ東西が２３.５％、ＫＤＤＩが

６.８％、オプテージが４.７％といった状況となってございます。２０１８年度末時点と

比較いたしまして、ＮＴＴ東西の小売シェアは全ての地域ブロックで減少している一方で、

ＮＴＴ東西がほかの電気通信事業者にＦＴＴＨの卸売をした上で、その卸先事業者がＦＴ

ＴＨの小売を行っている形態でございまして、光コラボと呼ばれているものも含めたもの
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でございますが、そちらのＮＴＴ東西のシェアはいずれの地域ブロックにおきましても過

半を占めている状況でございまして、依然としてＮＴＴ東西の影響力が大きい状況が見て

とれます。 

 ４１ページ目でございます。ＦＴＴＨの提供形態別契約数について御説明させていただ

きます。こちらは自己で設備を設置いたします自己設置型と接続型、また卸電気通信役務

型の３つに分けておりますが、卸電気通信役務はほかの電気通信事業者からＦＴＴＨの卸

電気通信役務を受けて利用者に提供しているものでございまして、全体的な傾向といたし

ましては、自己設置型の件数が減少いたしまして、卸電気通信役務型が増加している傾向

が近年見られます。 

 ４２ページ目でございます。そのＦＴＴＨの卸売市場の契約数につきまして記載させて

いただいております。２０１９年度末時点における卸契約数は１,６９４万、そのうちＮＴ

Ｔ東西のサービス卸を利用して契約される契約数は合計１,３８９万となってございまし

て、ＦＴＴＨの契約数全体における卸契約数の割合は５１.２％、ＮＴＴ東西のサービス卸

の卸契約数の割合が４２％といった状況となってございます。 

 ４３ページ目です。ＦＴＴＨの卸売市場の事業者別のシェアでございます。ＮＴＴ東西

が８２％、ＫＤＤＩが１０.８％となってございまして、地域ブロック別で見ますとＮＴＴ

東西のシェアが沖縄を除く全ての地域で７割超といった状況となってございます。 

 ４４ページ目でございます。ＮＴＴ東西のサービス卸の卸先事業者数の増加ペースにつ

いては若干緩やか、穏やかになりつつあるといった状況でございます。 

 ４５ページ目でございます。ＮＴＴ東西のサービス卸の卸契約数シェアをグループ別や

事業者形態別に記載したものでございます。ＮＴＴ東西のサービス卸契約数全体におきま

すＮＴＴグループ、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴぷららでござ

いますけれども、そちらの卸契約数の割合は５２.２％といった状況となってございます。

事業者形態別ではＭＮＯ、ＮＴＴドコモとソフトバンクでございますけれども、そちらの

卸契約数が７２.８％でございまして、ＭＮＯの比率が継続的に高まっている状況でござ

います。 

 ４６ページ目からは固定系通信に関する利用者アンケート結果でございまして、サービ

スの継続利用の年数等ＦＴＴＨの満足度等をお聞きしておりますけれども、こちらも時間

の関係上、説明は省略させていただきます。 

 引き続きまして、５８ページ目以降を御覧いただければと思います。５８ページ目から
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６５ページ目にかけましては、令和元年度からの新しい試みといたしまして、ＩｏＴ向け

通信サービスに係る競争評価につきまして、考え方の整理をさせていただいております。 

 こちらの概要を御紹介させていただきますけれども、まず５９ページ目を御覧ください。

ＩｏＴ向け通信サービスの現状でございますが、従来の移動系通信に係ります事業者間の

競争状況の評価におきましては、移動系通信市場を分析対象の市場として画定してきたと

ころでございます。通信サービスの用途に着目した市場画定は、これまで検証会議におい

ては行ってきていない状況でございます。 

 他方で、６０ページ目に記載しておりますように、総務省はＭＮＯ事業者、また契約数

３万以上のＭＶＮＯ事業者から、四半期ごとに通信モジュール向けの契約数の報告を受け

ているところでございます。通信モジュールとは、特定の業務の用に供する通信に用途が

限定されている利用者の電気通信設備と定義されておりますが、例えば遠隔監視端末やス

マートメーターといったいわゆるＩｏＴ機器が念頭に置かれているものでございます。各

ＭＮＯ事業者は契約上、ＩｏＴ機器向けに用途を限定している通信サービスの契約数を通

信モジュールといった形でカウントしているところでございます。 

 こちら、２０１９年度末時点の各社のシェアでございますけれども、ＮＴＴドコモが

３０％台前半、ＫＤＤＩグループが最も多く４０％台前半、ソフトバンクが２０％台半ば

といった状況となってございます。 

 一旦、５９ページ目の下半分の図を見ていただければと思います。２０２０年３月末時

点におきます移動系通信の契約数は、先ほども御説明したとおり１億８,６６１万でござ

いますけれども、こちらの増加ペースにつきましては鈍化気味であります。携帯電話につ

きましても頭打ちといった状況になっておりますけれども、一方、通信モジュールの契約

数におきましては２,９８５万ということで、大きく近年増加してきているところでござ

います。通信モジュールの契約数の移動系通信の契約数に占める割合も１６％ということ

で、今後も更に拡大していくものと考えられます。 

 そういったことから、６１ページ目でございますけれども、ＩｏＴ向け通信サービスに

特化した分析をしてみてはどうかといったところで検討したものでございます。こちら、

６１ページ目に記載してございますけれども、まず通信事業者はＩｏＴ向け通信に特化し

た料金プランを提供している状況ですとか、ＩｏＴ向け通信サービスの提供者といたしま

して、携帯電話などの移動系通信を提供する事業者のほか、アンライセンスＬＰＷＡや固

定系通信サービスを提供する事業者も存在するといったことがございまして、スマートフ
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ォン・フィーチャーフォン向けのサービスとＩｏＴ向け通信サービスの間には差異も認め

られると考えられるのではないかということ。 

 このため、ＩｏＴ向け通信サービスにつきましては、スマートフォン向け・フィーチャ

ーフォン向け通信サービスの市場と別個の市場として試行的に画定して、どのような点に

ついて留意していくべきなのかといった検討を行っております。そちらの検討の一環とい

たしまして、今年２月１０日に開催いたしました第１５回電気通信市場検証会議におきま

して、ＩｏＴ向け通信サービスを行っております電気通信事業者等に対するヒアリングな

ども実施したところでございます。今年度もこちらの試行的検証を行っていくために、２月

は電気通信事業者関係だけでしたけれども、それ以外のプレーヤーも含めて、ＩｏＴ通信

サービスの関係者に対するヒアリングなどを行っていく予定でございます。 

 ６２ページ目にＩｏＴ向け通信サービスの範囲につきまして、特に免許が不要となって

おりますアンライセンスＬＰＷＡの取扱いにつきまして検討しているところですが、詳細

は割愛させていただきたいと思います。 

 ６３ページ目、６４ページ目でございます。こちらもＩｏＴ向け通信サービスの範囲と

いいますか、それをどう捉えるかという観点で、携帯電話のほうは卸や小売など、固定の

ほうも卸、小売の市場として区分されておりますけれども、こちらのＩｏＴ通信サービス

におきましては、まだ今後検証していくところがございますので、特にそういった部分は

区別せずに、一旦仮で置かせていただいているという考え方を整理したものでございまし

て、詳細は御覧いただければと思います。 

 ６５ページ目でございます。今、御説明いたしましたＩｏＴ向け通信サービスにつきま

して、今後どういった形で分析を行っていくかといった視点を記載しております。１つ目

の四角で、通信事業者の競争力の源泉についてといったところで、通信事業者におきまし

て、自社が提供するＩｏＴ向け通信サービスの取引を拡大していく中で、ＩｏＴサービス

の利用者に訴求力のあるサービスを提供します通信レイヤー以外の事業者との連携が非常

に重要となってくることが考えられます。また、ＩｏＴ通信サービスにつきましては、例

えば遠隔医療や、あるいは自動運転の自動制御など、非常に１回線ごとの重みがいろいろ

異なってくるサービスが想定されます。そういったもので１回線ずつの持つ重みが異なっ

てきますので、そういう点も意識しながら分析をしていくべきなのではないかといった論

点なども考えられます。 

 令和２年度以降におきましても、ＩｏＴ向け通信サービス市場の競争評価につきまして、



 -10- 

試行的な評価を引き続き検討してまいりたいと考えてございます。 

 ６６ページ目以降でございますが、こちらはもう一つの市場検証の大きな柱でございま

す、電気通信事業者の業務の適正性等の確認についてです。 

 ６７ページ目以降にまとめてございますけれども、こちら業務の適正性の確認につきま

しては大きく３種類ございまして、固定系通信に関するもの、移動系通信に関するもの、

市場支配的な電気通信事業者に対する禁止行為規制に関する遵守状況の確認がございます。

時間の関係上、詳細な紹介につきましては控えさせていただきますけれども、何点か今後

注視していくべき事項等につきまして幾つか御意見等も頂いておりますので、今後注視し

ていきますけれども、総じて何かしら問題となるような大きな問題は確認されなかったも

のでございます。 

 例えば固定系通信に関する確認におきましては、ＮＴＴ東西が卸先事業者に対して適正

な基準でサービスの提供を行っているのかどうかといった視点や、移動系通信におきまし

ては、ＭＮＯに対して適切なネットワーク提供条件等でサービスを行っているのかどうか

といった点を確認しているところでございます。詳細におきましては資料を御覧いただけ

ればと思います。 

 最後に、これらの市場動向の分析や電気通信事業者の業務の適正性等につきましての確

認を踏まえて、令和元年度の検証結果を御紹介させていただきます。７８ページ目から

８０ページ目にかけて、固定系通信市場における検証結果を記載させていただいてござい

ます。 

 ７８ページ目の１つ目のポツの太文字で書いてございますとおり、固定系ブロードバン

ドサービスの契約数全体及びＦＴＴＨ契約数のいずれにつきましても、緩やかな増加傾向

を維持しているといった状況。また、２つ目の太文字のとおり、先ほど申し上げましたが、

ＦＴＴＨの特に卸売市場におきましてはＮＴＴ東西が引き続き大きな影響力を有している

といったこと。 

 そしてＭＮＯ系の光コラボにつきまして、こちらは利用者アンケートのところで記載さ

せていただいたので後でまた御覧いただければと思いますが、総合的満足度や料金の満足

度、通信速度・品質の満足度、いずれにおきましても、ＭＮＯ系光コラボ利用者の満足度

がそのほかのＦＴＴＨ利用者の満足度を大きく上回っているといった結果は確認できなか

ったといったことを踏まえまして、ＦＴＴＨの小売市場におきましては、ＭＮＯ系の光コ

ラボのシェアが高まっている理由につきましては、ＦＴＴＨサービス自体の料金や品質の
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優位性以外によるものが考えられてくるのではないかという分析をしてございます。 

 ７９ページ目に検証結果の続きを記載してございます。まずは１ポツ目でございますが、

利用者アンケートで、仮にセット割引が全事業者において廃止された場合にどういった対

応を取るかといったところを質問させていただきましたところ、ＦＴＴＨサービスまた携

帯電話サービスのいずれについても利用を継続すると回答した方の割合が半数を下回って

おりました。特にＦＴＴＨサービスにつきましては、事業者を変更すると回答した人が多

かったので、ＦＴＴＨサービスの選択場面におきましては、携帯電話サービスとのセット

割の存在が強い訴求力を有しているのではないかといったことがうかがえました。 

 ２つ目は、新たにどの固定ブロードバンドサービスを利用したいかといった点につきま

して質問させていただいたところ、３割以上の方が現在利用中の事業者以外を利用したい、

または固定系インターネット回線を利用しないといった回答となったこと、あるいは事務

手続の面倒や解約時の違約金、工事費といったスイッチングコストの存在などがありまし

て、自らにとって最適なサービスを選択できていない人も一定程度いるのかもしれないと

いったことがうかがえました。 

 また、３ポツ目ですが、ＦＴＴＨ利用者のうち約半数の方が期間拘束契約を知らないと

いったようなところなどを回答されていることから、利用者が固定ブロードバンドサービ

スの契約内容につきましてしっかりと把握できていない可能性もあるのではないか、とい

ったことを示してございます。 

 ８０ページ目でございます。固定系通信市場におきます今後の課題を記載させていただ

いております。引き続き競争阻害的な行為や不当な差別的取扱いにつきまして該当してい

ないかといったところを注視していくとともに、サービス卸を利用しないで固定系ブロー

ドバンドサービスを提供する事業者を含めました競争状況等につきましても、引き続き注

視する必要があると考えてございます。 

 また、各種のスイッチングコストの存在が利用者の選択に与える影響などにつきまして

も把握・分析を行い、また、今年度、新型コロナウイルス感染症の拡大がございましたの

で、そちらが利用者の通信サービス利用意向に大きな変化などを与えているのかどうかと

いったところも今後検証してまいる予定でございます。 

 ８１ページ目以降は、移動系通信市場におきます検証結果を記載しております。そちら

の１ポツ目の太字にございますとおり、移動系通信の契約数は引き続き緩やかな増加傾向

を示してございますけれども、こちらは先ほども申し上げました通信モジュールがかなり
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大きく拡大してきている状況がございます。ＭＶＮＯの契約数及びシェアにつきましては

引き続き増加傾向にあります。 

 ８２ページ目でございます。１ポツ目の太文字のとおり、ＭＮＯ間の競争状況につきま

しては、各社とも１ポイント以内の変動幅にとどまっている状況でございます。２ポツ目

にＭＶＮＯの競争状況がございますけれども、そちらは先ほど御説明させていただいたと

おりでございます。 

 ８３ページ目でございます。携帯電話サービスの満足度につきまして、利用者アンケー

トの結果でございます。継続利用年数と総合満足度の関係を見ますと、利用年数１年未満

の方につきましては満足と回答した人の割合が比較的多い状況でございます。他方で、利

用年数１０年以上の方につきましては満足などと回答した方の割合が比較的少ない状況で、

若干不満といったようなところの回答の割合が比較的多かったこともありますので、継続

利用年数の長さがサービスの満足度を必ずしも意味しないのではないかといった状況が見

てとれました。 

 ８４ページ目でございます。１つ目のポツにございますように、同居の家族の携帯電話

サービスの利用状況を確認しましたところ、ＭＮＯ、サブブランド、ＭＶＮＯいずれにつ

きましても、２人家族の場合、過半数の方が同居の家族と同じサービスを利用しており、

また、特にＭＮＯ利用者につきましては、４人家族の場合でも６割以上の方が同じサービ

スを利用しているといったところで、家族割などの存在が大きな要因なのかなということ

が見受けられました。 

 ８５ページ目に、移動系におきます今後の課題を記載させていただいております。１ポ

ツ目にございますように、昨年１０月に電気通信事業法が改正されまして端末と回線の分

離といったところや、楽天モバイルのＭＮＯ参入や、またＭＮＯ事業者におきます５Ｇサ

ービスの本格的な提供開始といったことで、市場環境に今後大きな変化が生じることも予

想されます。したがって、引き続き利用者料金や、提供条件、シェア等で多角的な分析を

行い、事業者によります競争阻害要因がないかところなども検証を引き続き行ってまいり

ます。 

 また、２つ目のポツに記載しておりますが、ポイントサービスや決済サービスといった

ものが何かしら利用者に対するサービス提供に影響を及ぼしているのかといったこと、ま

た、新型コロナの影響も把握を行っていく予定でございます。 

 以上、令和元年度の市場検証レポートにつきまして御報告させていただきました。今年
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度の市場検証におきましても、今申し上げました今後の課題等を踏まえまして、影響の分

析、把握を行ってまいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

【田村委員長】  御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明の中にもありましたけれども、当委員会の大橋特別委員が電気通信市

場検証会議の座長をされておられますので、大橋特別委員から補足あるいはコメントがご

ざいましたら、よろしくお願いします。 

【大橋特別委員】  どうもありがとうございます。 

 ただいま飯村企画官から非常に大部な資料を手際よく御説明いただいたと思います。あ

のとおりだと思うのですが、直近の検証会議のこの資料に対する御意見を幾つか頂いてい

て、今後の方向性としてやはり頂いたＩｏＴ向けの市場について考えていくことの重要性

は、皆様御同意を頂いたというのが一つです。 

 あともう一つ、企画官からもスイッチングというお話があったのですけれども、このス

イッチングというものがスイッチングコストであるとすれば、それが一体どういうふうな

要因で起きているのかについての分析は、なかなかアンケート調査だけでは難しいかもし

れないということで、分析の深掘りについてもいろいろな御指摘を構成員の中から頂いた

と思っています。さらに通信市場の競争とこの産業の成長をうまく両輪回すために、どう

やって市場検証会議が貢献できるのかということは引き続き考えていきたいと思っていま

すので、ぜひ今日、この場で様々御意見を頂戴できればありがたいと思っているところで

す。 

 以上です。ありがとうございます。 

【田村委員長】  ありがとうございました。 

 ただいまの飯村市場評価企画官からの御説明につきまして、委員、特別委員の皆様から

御質問等ございましたらば、チャット機能でお申し出いただきたいと思います。お願いし

ます。 

 特に御質問はないということでよろしいでしょうか。 

 事務局のほうもチャットには何も記載がないことを確認でよろしいですか。 

【茅野上席調査専門官】  事務局でございます。チャットには何も御発言の希望はまだ

ないところでございます。 

【田村委員長】  ありがとうございました。 
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 それでは特に御質問はないということにさせていただきます。それでは飯村市場評価企

画官におかれましては、お忙しい中、本当にありがとうございました。御退出いただいて

結構でございます。 

（飯村事業政策課市場評価企画官 退出） 

(3)議題２：ＭＶＮＯサービスの提供に係る事業者間紛争に関する調査研究の概要につい

て【公開】 

【田村委員長】  続きまして、議題２に移ります。「ＭＶＮＯサービスの提供に係る事業

者間紛争に関する調査研究の概要」について、事務局から説明をお願いします。 

【茅野上席調査専門官】  ありがとうございます。事務局でございます。 

 右肩、資料２０６－２と書いてございます。ＭＶＮＯサービスの提供に係る事業者間の

紛争に関する調査ということで、昨年度、調査をさせていただきましたので、その概要を

御報告させていただきます。 

 おめくりいただきまして、目次と、背景と目的とございます。右下、４ページを御覧い

ただけますでしょうか。四角で背景とございます。近年のＩｏＴあるいは５Ｇ等々の普及

ということで、モバイル市場は今後大きく変化していくだろうと言われております。また、

先ほどもありましたけれども、電気通信事業法の改正、通信料金・端末代金の分離等、こ

ういった動きもありまして、利用者のサービス選択は更に進むと、ＭＶＮＯ同士の競争も

更に激しくなると、そうしますと、電気通信事業者間とありますけれども、ＭＮＯのネッ

トワークをＭＶＮＯが使用する、そういった交渉が難航してきてトラブルが増加するので

はないかということでございます。また、多様な事業者がサービスを展開するということ

で、顕在化していない水面下での問題もあるのではないかということで、そういったこと

を把握していくこと、こういうことが背景でございます。 

 目的とあります。ＭＶＮＯだけではなくて、ＭＶＮＥ、下の米印にございますが、ＭＶ

ＮＯを支援するところでございます。そういったところも含めまして、アンケートとヒア

リングで調査を行ったということでございます。調査事項ですけれども、大きく２つござ

います。１つ目が、事業者間の契約・協議に関する現状・課題でございます。２つ目が、

市場環境の変化について、その影響や、どういった紛争が生じるのか、委員会に対する期

待、そういった認識をお聞きした、調べたということでございます。 

 調査の方法ですけれども、３つございます。（１）は事業者団体へのヒアリングで、ＭＶ

ＮＯ委員会でございます。２つ目が個別事業者のアンケート、３つ目が個別事業者のヒア
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リングということで、外部のシンクタンクに委託して調査したところでございます。 

 おめくりいただきまして５ページでございます。調査の概要とあります。最初の事業者

団体ヒアリングはＭＶＮＯ委員会、個別事業者アンケート調査は５３７社に発送しまして、

有効回答社数は５５社でございます。個別事業者のヒアリングはＭＶＮＯ事業者８社、Ｍ

ＶＮＥ事業者５社でございます。 

 中身でございます。調査事項の１つ目が、事業者間の契約・協議に関する現状と課題で

ございます。 

 ７ページはＭＶＮＯ委員会のヒアリング調査結果でございます。項目の１つ目、市場全

体の状況につきましては、市場規模は認知度の向上もあり増加しており、最近では、実店

舗の相談窓口を設置するＭＶＮＯも増えているということでございます。電気通信事業に

ついて詳しいとは言えない、あるいはＭＶＮＯ事業など紛争処理に対してあまりノウハウ

のない事業者も増えており、ＭＶＮＥが重要になっているということでございます。 

 ２つ目、契約・協議の現状ですけれども、従来特定のＭＮＯ１社、例えばドコモだけと

かと契約するＭＶＮＯが多かったということですけれども、事業者数の増加等も踏まえま

して、大手を中心に、各社の戦略等に基づいてＭＮＯを選定していると、違うＭＮＯ、あ

るいは複数のＭＮＯと契約しているということでございます。 

 契約形態ですけれども、３社に集約しつつあり、かつ総務省のガイドラインに基づいて

標準プランを整備しているということで、相対が少なくなって、自由度が下がっているの

ではないかという指摘がありました。 

 ３つ目、課題ですけれども、ＭＶＮＯのビジネスが洗練され、従来のように都度調整と

いうことではなくて、ＭＮＯが準備したプランを選択するということで、トラブル自体は

減少傾向にあるのですけれども、契約の自由度が下がることによって、本来希望している

希望が水面下に行ってしまって、当事者同士では分からないような紛争の種があるのでは

ないかというコメントがあったということでございます。 

 ８ページでございます。個別事業者のアンケート結果でございます。まず事業の内容と

いうことで、図表１でございます。ＭＶＮＯ事業の実施期間ですけれども、５年未満とい

うことで短い期間の事業者が多く、図表２の提供するサービスですけれども、データと音

声セットがやはり多いですが、データだけというのもあるところでございます。図表３、

提供形態ですけれども、ＳＩＭカード型、スマホやタブレットという事業者が多いという

ことでございます。ＳＩＭカード型の回線規模数ですけれども、図表４です。１万未満と
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いう小規模の事業者が多いということでございます。 

 ９ページでございます。契約の実態でございます。図表５、契約しているＭＮＯ企業数

ですけれども、まずＭＮＯと直接契約しているのは２６社でございます。３社と契約して

いるところもあります。契約していないのは、ＭＮＯのネットワークをＭＶＮＥを介して

利用しているのではないかということでございます。図表６、契約の形態ですけれども、

接続協定ではなく、卸契約が非常に多いということでございます。卸を選択した理由が右

側の真ん中から下に書いてございます。自らの事業形態やネットワーク構成が接続約款に

基づく契約になじまない、あるいは、契約交渉期間が短縮でき早くビジネスを開始できる

ということで選択する事業者が多いということでございます。 

 １０ページでございます。ＭＮＯとの交渉の実態で、図表７でございます。ＭＮＯとの

契約の交渉で不満・苦労があるかといったことで、不満はないというのが非常に多いので

すが、ただ、少し不満があるという事業者もいるということでございます。右側で、不満

があるという事業者はどういうところで苦労したかということですけれども、申込みが受

理されるまでに時間がかかる、交渉・契約に時間がかかる、内容に関する交渉の余地がほ

とんどない、こういったことを複数社が回答しているということでございます。 

 上の四角の囲みの「なお」のところですけれども、そういった不満の解決策については、

解決できていない、門前払いであったということで、有効な解決策が見られなかったとい

う分析結果でございます。 

 １１ページでございます。今度はＭＶＮＥとの契約の実態というアンケート調査でござ

います。図表８、ＭＶＮＥと契約している企業数は５５のうち３１と、結構あるのかなと

いうことでございます。図表９、契約形態は、ＭＶＮＥが設定した標準的なプランを基に

カスタマイズして契約というのが多いということでございます。図表１０、契約の内容で

すけれども、課金や請求といった機能の提供を受けていると、あるいはシステム運用の支

援をしてもらっているというのが多いということでございます。ＭＶＮＥを採択した理由

が右下でございます。妥当な料金体系のため、最低契約規模の契約条件がない、とありま

すけれども、サービス立ち上げの支援や、関連ソリューションの支援というところかなと

いうことでございます。 

 １２ページでございます。ＭＶＮＥとの交渉の実態で、図表１１でございます。少し不

満がある、不満がある、合わせると１４社でございます。苦労した点ですと、内容に関す

る交渉の余地がほとんどないとか、利用料金、開通・停止等の手数料に不満があるといっ
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たところが複数社回答しているということでございます。 

 上の囲みで「なお」とありますけれども、不満に関する解決策につきましては、ＭＶＮ

Ｏ側から持ちかけて交渉するケースが幾つか見られたということで、全く取りつく島がな

いということではないという印象でございます。 

 １３ページでございます。こちらは個別事業者のヒアリングの結果でございます。左側

の縦の列がＭＮＯとの関係でございます。１つ目の項目、契約・協議の現状ですけれども、

今回の調査対象の全てが卸契約を締結していました。卸の場合は、契約交渉において調整

を要する諸条件が比較的少ないという分析がされています。２つ目、契約・協議に関する

課題ですけれども、料金等の契約内容に交渉の余地がないという意見がヒアリングでは多

く、ＭＶＮＯ側としては、事業者の規模など特性に適した条件で契約をしたいのですけれ

ども、ＭＮＯ側としては公平性の担保ということで個別対応はしていませんと言っている

ということのようです。３つ目では有効な対応策とは何かということですけれども、ＭＮ

Ｏとの交渉については各社でというよりも、ＭＶＮＯ委員会やあるいは総務省の研究会な

どで複数の意見をまとめて進めるのが有効ではないかという意見が出ているところでござ

います。 

 右側の縦の列がＭＶＮＥとの関係でございます。契約・協議の現状は、ＭＶＮＥの採択

理由としては課金・請求業務の支援、あるいは業界動向に関する情報提供などが挙がって

いる、あるいは、人手不足を補うためという話も出ているということでございます。課題

ですけれども、サービス種類が少なく、選択の余地がない、具体的には料金の細かな設定

等がない、そもそもＭＮＯとＭＶＮＥとの間でＭＶＮＥ側に交渉の余地がないので、その

先もないのだろうという見方でございます。③の有効な対応策ですけれども、ＭＶＮＥと

の交渉については、やりようによっては契約内容の見直しや改善等が期待できる場合があ

るという意見が出されているということでございます。 

 続きまして、調査事項の２つ目、市場環境の変化に対するＭＶＮＯの認識でございます。 

 １５ページは、ＭＶＮＯ委員会に対するヒアリングの結果でございます。１つ目は、市

場環境の変化・影響、今後発生し得る紛争について聞いたということでございます。ＭＶ

ＮＯ委員会からは、規制強化を進めるとＭＮＯは標準プラン以外を提供しなくなってしま

うと、契約の自由度が更に下がってしまうというコメントでございます。人口減少で消費

者のパイが小さくなる、これに加えて利用者料金が下がるというと、競争が激しくなると

いうことで、卸価格の設定や契約内容でトラブルが発生してくるのではないかと見ている
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ということでございます。 

 紛争への対応の方向性としては、国内のＭＶＮＯ市場の活性化に向けては、規制緩和が

重要と、官民協働で取り組むべきという意見でございます。ＭＮＯ、ＭＶＮＯがウィン・

ウィンのパートナーシップを結ぶことでよりよいサービスを提供すると、対価が戻ってき

て、よいインフラストラクチャーを構築して、また、よりよいサービスを提供するという、

ポジティブなサイクルが必要だというコメントでございました。 

 続きまして、１６ページでございます。個別事業者のアンケート調査結果。ＭＶＮＯ市

場の変化・影響について聞いたということでございます。図表１２は、市場の変化でどう

いうところに注目しているか、興味があるかということでございます。一番多いのが、５Ｇ

対応のＭＶＮＯの提供に向けた検討はどうなっていくのかということでございます。ある

いは、今進んでおります音声の卸料金、接続料金の引下げ、あるいは、一番上ですけれど

も、多くの業種が市場参入してくるのではないかというところに非常に関心があるという

ことでございます。図表１３ですけれども、社会変化・政策動向についてどこに興味があ

るかということでございます。多かったのが、やはり５Ｇ・ローカル５Ｇの内容や通信料

はどうなるのかと、そしてその関連する法制度はどうなっていくのかというところに興味

があるというアンケート結果でございます。 

 １７ページでございます。委員会の認知度について聞いたということでございます。図

表１４の認知度では、知らなかった、名前も役割も知っていたが五分五分ということでご

ざいます。図表１５、委員会を知った経緯はホームページあるいは総務省のガイドライン

ということでございます。図表１６、委員会の利用を躊躇する理由を聞いたところ、企業

間の通常のビジネス交渉で対応ができるのではないかと考えたというのが圧倒的に多いと

いうことでございます。 

 １８ページでございます。ではその認知度向上のための取組ということで、図表１７で

ございます。電気通信事業者へのお知らせの頻度を高めるのがいいのではないか、図表

１８は、その情報発信してほしいと思う内容でございます。ホームページでＭＶＮＯ等関

連業界における具体的な事例を紹介してほしいというのが多かったということでございま

す。 

 １９ページは個別事業者へのヒアリング調査結果でございます。１つ目が市場環境の変

化・影響、そして今後発生し得る紛争についてヒアリングで聞いたということでございま

す。最も話題に上がったのが５Ｇでございます。ＩｏＴ系の企業では５Ｇへの大きな期待
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があると、また、中小の事業者における５Ｇ活用のためには、ＭＮＯだけではなくてＭＶ

ＮＯがしっかり後押ししていくことが重要という意見がありました。また、引き続き４Ｇ

を使いたいというニーズもあるだろうということで、ＭＶＮＯが受皿になるべきではない

かという話もありました。５Ｇ実装にかかる設備投資がＭＶＮＯによって卸価格に上乗せ

されることを危惧する声もあったということでございます。ローカル５ＧについてはＭＶ

ＮＯ市場への影響があるかもしれないという回答でございます。このほか、多業種の参入

や新規のＭＮＯの参入に注目する事業者が多いということでございます。背景としては、

現時点では回線卸価格があまり変わらない、ＭＮＯ等のプレーヤーが増えない、選択肢が

限られるといった閉塞感が背景ではないかという分析でございます。 

 ２つ目が委員会に対する期待でございます。委員会の存在は安心感につながる一方、他

業界から参入した事業者は委員会を活用しづらいのではないかという指摘もあったという

ことでございます。委員会の名称は知っているものの、役割のイメージがつかない、自身

の苦労している点が委員会で取り扱うほどのものではないのではないかと感じる事業者も

多かったということでございます。このため、具体的な事例を図解した情報の発信にニー

ズがあるという意見も複数あったということでございます。中小の事業者は交渉の余地が

ないのではないか、効果的な対処方法を有していないということですので、委員会におい

て、中小の事業者に対する支援策の検討を行うことが望ましいという意見もあったという

ことでございます。 

 最後でございます。２１ページはまとめでございます。事業者間の契約・協議に関する

現状と課題で、若干繰り返しになりますけれども、現状としては、大手を中心に各社でＭ

ＮＯのサービスを選んでいるような傾向がある、課題ですけれども、ＭＶＮＯのビジネス

が洗練され、トラブルは減少していますが、契約の自由度が下がっているということで、

表面化しづらいところで紛争の種があるのではないか、特に中小の事業者は交渉の余地が

ないので、効果的な手段を有していないので、対策としては、複数の事業者の意見を取り

込んで進めていくことが有効ではないか、総務省など第三者機関による紛争解決にも期待

しているということでございます。 

 市場環境に対するＭＶＮＯの認識ですけれども、④の発生し得る紛争とありますけれど

も、５Ｇの進展は事業機会拡大の観点から期待がある一方、ＭＮＯの優位性向上に対する

懸念も存在しており、多業種の参入・新規ＭＮＯの参入に注目する事業者も多い、委員会

に対する期待としましては、認知が十分ではなく、どのような支援が得られるのかイメー
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ジがつかない、自身の苦労している点が委員会で取り扱うほど深刻ではないのではないか

と感じる事業者も多いということで、今後は、委員会の果たす役割や機能、具体的な紛争

事例に関する情報発信や、中小の事業者を中心に課題やニーズの抽出などに取り組むこと

が考えられる、という分析結果だったということでございます。 

 御報告は以上でございます。 

【田村委員長】  御説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして御質問等ございましたら、チャット機能でお願いしたいと

思います。チャットでは質問あり、意見あり等打っていただければ結構ですので、質問や

意見の内容は打っていただく必要はありません。ただいまの事務局からの説明につきまし

て何か御質問等ございましたら、チャット機能でお申し出いただきたいと思います。 

 荒川委員から質問があるようですので、荒川委員、お願いします。 

【荒川委員長代理】  今、総理大臣が菅さんになって、携帯料金を下げると言っていま

すが、ＭＮＯの料金を下げたら、それがＭＶＮＯにどう影響するかは、何か予測は立って

いるのでしょうか。 

【茅野上席調査専門官】  事務局でございます。 

 ＭＮＯの料金が下がるというのは、多分、結果なのかもしれません。ＭＮＯの料金が下

がるというために、では総務省としてどうしていくかといったときに、ＭＶＮＯとＭＮＯ

の公正競争の環境をより整備し、ＭＶＮＯが事業展開しやすくするということで、より安

い料金が提供される。それによってＭＮＯの料金も下がっていくのではないか、というふ

うなことで進めているところだと思います。 

【荒川委員長代理】  ＭＶＮＯが下がって、いわゆるドコモやＫＤＤＩ、ソフトバンク

の料金が下がるという感じですか。 

【茅野上席調査専門官】  そうですね、そういう方向で、いきなりＭＮＯの料金が下が

ればいいのかもしれませんけれども、そういう料金約款規制はないですので、構造的に進

めていくと、環境整備的に進めていく、その一つが、もちろんＭＮＯの利用者料金におい

てスイッチングコストを下げるといったこともあるのですけれども、車の両輪として、市

場の公正競争を高めていく、ＭＶＮＯがより低廉な料金を実現しやすい環境を作っていく、

それによってＭＮＯの料金も下がっていくというふうなことで今、進めているということ

だと思います。 

【荒川委員長代理】  分かりました。ありがとうございます。 
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【田村委員長】  荒川委員、ありがとうございました。 

 ほかの委員の方、御質問等ございますか。 

 小野委員から質問があるようです。小野委員、お願いします。 

【小野委員】  これは本文の中にもあったと思うのですが、最後のまとめのところに、

ＭＮＯとＭＶＮＯの紛争がＭＶＮＯ業者の希望している契約どおりにいかないケースが増

えているとあるのですが、この場合、表面化しづらい可能性が出てきているというような

ことが書かれているのですけれども、これは実際、そのような訴え、そういう声が結構増

えているということでしょうか。 

【茅野上席調査専門官】  そのような声が聞こえているということではないのではない

のですけれども、これはＭＶＮＯ委員会の見解ということです。ＭＶＮＯ委員会は、接続

規律がありまして、ＭＮＯによるＭＶＮＯに対するネットワーク提供がそういった接続規

律の対象になっていくこと自体は、もちろん公正競争から必要と考えているのですけれど

も、それによって画一的な契約になっていってしまうのかなということで、それについて

少し懸念を持っているのかなということでございます。 

 その結果として、皆同じような契約になりまして、皆同じようなサービスを提供するこ

とになるわけですけれども、別なことを、何か特別なことをやりたいと思っている事業者

がやれないという気持ちがもしかしたらあるのではないかということで、恐らくこういう

ことを言ってきたのではないかと思います。 

 規制当局にそのような声が聞こえているということではないのですけれども、もしかす

るとＭＶＮＯ委員会では内部の打合せ等でそういった話が出ているのかもしれません。 

【小野委員】  ありがとうございます。 

【田村委員長】  小野委員、ありがとうございました。 

 ほかの委員の方、何か質問等ございませんでしょうか。 

 三尾委員から質問があるようです。よろしくお願いします。 

【三尾委員】  市場環境に対するＭＶＮＯの認識のところですが、やはり５Ｇの影響が

気になりまして、５Ｇの主な担い手としてはやはりＭＶＮＯではなくて、多業種からの参

入やＭＮＯであるという前提で間違いないということになるのでしょうか。 

 それともう一点は、５Ｇと絡めてですけれども、今言われていますデジタルトランスフ

ォーメーションとの関係で、どういうような市場展開に今後なっていくのかというところ

が質問内容になります。 
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【茅野上席調査専門官】  まず、５ＧとＭＶＮＯということですけれども、今ＭＮＯが

５Ｇを開始しまして、実はもうＭＶＮＯも５Ｇを利用者に提供できる状態にはなっており

ます。ただ、端末の問題や、あるいはビジネスの問題であるということで、ＭＶＮＯはま

だ開始できていないのかなということで、その最初のところはあまり心配していないので

すけれども、この先５Ｇが進んでいったときに、５Ｇは４Ｇまでと違って、例えば設備が

汎用的な設備で、アプリケーション、ソフトウエアでネットワークを管理していくという

世界になったときに、今、ＭＶＮＯは自分で設備を調達して、ＭＮＯのネットワークに接

続して、その機能提供を受けているわけですけれども、そうではなくて、ＭＮＯのコアネ

ットワークをアプリケーションを利用することによって活用していくという世界になって

くるのではないかと言われています。それが実現すれば、ＭＶＮＯにおいても５Ｇの魅力

を生かしたサービス提供ができるのではないかという話はあるのですけれども、どのよう

にＭＮＯからＭＶＮＯに機能開放されるのかがまだ見えていない、これからそういう議論

が必要になってくる、その議論がしっかり進んでいけば、ＭＶＮＯは５Ｇの時代で何かサ

ービスできなくなる等そんなことは決してないのではないかと思っております。 

 その後の、デジタルトランスフォーメーションとおっしゃいましたが、そこをもう少し

詳しく教えていただければと思うのですけれども。 

【三尾委員】  私も十分認識、理解しているわけではないのですけれども、やはり５Ｇ

なりブロードバンドを背景にして、今後いろいろな分野でどんどんデジタル化が進んでい

く傾向が間違いなくやってくると思うのですけれども、そういう環境変化の中でＭＶＮＯ

の果たす役割といいますか、更に大きくなっていくのか、むしろ現状の個人に対するサー

ビス提供にとどまるのか、その辺りの見込みといいますか、将来性について。 

【茅野上席調査専門官】  こちらも今後の検討なのかもしれませんけれども、料金サー

ビス課の研究会では、今まではＭＶＮＯは安い料金で利用者にサービスを提供することが

主眼だったわけですけれども、そうではなくて、５ＧになりましてＭＮＯのネットワーク

をより有効に活用できることになれば、ＭＮＯの手が届かないような、先ほどもありまし

たけれども中小の事業者であるとか、ＩｏＴ系のいろいろな使い方であるとか、そういっ

たところにＭＶＮＯだったら新しく取組ができるのではないか、というふうな議論がなさ

れているということでございます。 

 ただ、ではどうやってその機能が開放されるかというのは今後の議論になっていると承

知しております。 
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【田村委員長】  三尾委員、よろしいでしょうか。 

【茅野上席調査専門官】  三尾先生、接続が切れたみたいです。 

【田村委員長】  そうですか。それでは三尾先生は接続が切れたということですので、

ほかの委員の方、その間、何か質問等ございましたら、チャットでお願いします。 

 小塚先生、どうぞ。 

【小塚委員】  ありがとうございます。小塚でございます。 

 内容についていろいろと興味深く拝聴したのですが、このアンケートの実施に関して事

業者アンケートの回収率を見ますと、５３７社に対して６５社からしか回収できていない

ということです。委員会の知名度という御指摘も途中にありましたが、そもそもこのアン

ケート自体をもう少し多くの事業者に対して実施していくことも必要ではないかと思うの

ですが、次年度以降どのようにしていかれるお考えがおありでしょうか。 

【茅野上席調査専門官】  まさしくそこが課題だと思います。したがって、今回の調査

結果も統計的にどうのというところが言えないのかなと考えております。今年度以降、や

はりそのアンケートをしていくことになると思うのですけれども、ここにもありましたが、

より委員会の役割等をしっかり周知しつつ、それで我々の調査に理解を示していただくこ

とで、なるべく回答数を上げていくことをやらなければならないかなと思っております。 

【小塚委員】  分かりました。どうぞよろしくよろしくお願いいたします。 

【田村委員長】  それでは、ほかの委員の方、何かございますか。 

 三尾委員はまだつながっていないのですね。 

【茅野上席調査専門官】  今時点で三尾先生はつながっていない状態です。 

【田村委員長】  分かりました。 

 ほかの委員の方から特に御質問はないでしょうか。 

 それでは特に御質問がないということにさせていただきまして、これで質疑を終えたい

と思います。 

 以上で本日の議題は終了となります。傍聴者の皆様は恐縮ですけれども御退出となりま

す。 

（傍聴者退出） 

(4)閉会【非公開】 

 


